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Ⅰ．宣誓をするには 

 

§パートナー＆ファミリーシップシップ宣誓制度とは 

この制度は、互いを人生のパートナーとする、またはお子様がいらっしゃることにより家

族として生活を共にする、ということを宣誓することによって、鹿沼市の行政施策の中で家

族としての取扱いを受けることができるというものですが、法律上の効果はありません。 

 

　　１．宣誓から宣誓証明書受領までの流れ 

　　宣誓から宣誓証明書受領までの主な流れは次のとおりです。 
 
STEP.1 
　　まずは、お電話又はメールで事前連絡をお願いします。 
　　　　必ず事前に、人権・男女共同参画課まで連絡をしてください。宣誓ができる方の要件

のほか、宣誓の日時・場所の調整、必要書類の確認等を行い、予約日を決めていきます。 
　　　　予約日が決まりましたら、宣誓日の流れについてご案内いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先 

市民部　人権・男女共同参画課 

電話　０２８９－６３－８３５１ 

Fax　０２８９－６０－１００１ 

Mail：jinken@city.kanuma.lg.jp 

city 

【チェックポイント】 
※予約日は、開庁日（土曜日、日曜日、年末年始の休日及び祝祭日を除く）の午前１０時

から午後４時までとさせていただきます。 
※ご希望に応じ、個室でのご対応も可能です。 
※宣誓及び宣誓証明書の交付日時は、その後提出又は提示いただく書類に不備があ

る場合や、予約状況等により、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承く

ださい。 
※当日、書類審査等にお時間を要する場合がございます。 

お時間にゆとりを持ってお越しください。

制度のご利用をお考えの方は 

お気軽にお問い合わせください。
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STEP.2 
お２人でご来庁いただき、パートナー＆ファミリーシップ宣誓へ 

・予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずお２人そろってお越しください。 
※ファミリーシップのお子様が１５歳以上である場合は、お子様もお越しください。 

・市において、宣誓書及び必要書類をもとに、宣誓要件を備えているか確認します。 
※書類の不備等により、お受けできない場合もありますので、ご注意願います。 
 

宣誓証明書の交付申請と受領について 
　　　　宣誓と同時に、宣誓証明書（無料）の交付を申請することができます。 
　　　　その日のうちに交付できますが、お時間の無い方は後日お渡しすることもできますの

で、ご相談ください。 
 
 

２．宣誓することができる方 

STEP.3 
パートナーシップの宣誓をするには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

成年に達していること 
　　　　宣誓をする日において成年に達している方 
　　　　　※養子縁組でのファミリーシップ宣誓の場合、適用年齢が異なります。 
 

鹿沼市民であること、又は鹿沼市に転入を予定していること 
　　　　お二人とも鹿沼市民であり、同じ住所（世帯）に継続的に同居することが必要ですが、

これから転入されるご予定があれば、転出証明書の提出や提示をいただければ宣誓する

ことができます。この場合、転入予定先の住所及び転入予定日をご記入いただきます。 
 

配偶者がいないこと 
　戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）で確認します。 

　　 外国籍市民の方は、大使館等で発行される「婚姻要件具備証明書（日本語訳を添付）」

を提出してください。 
　　※婚姻の届出をされておらず、事実上婚姻と同様の関係にある方であって同居してい

るものを含みます。 
 

宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと 
　　　　　鹿沼市の制度及び同様の制度を実施している他の自治体等で、宣誓者以外の方とパ

ートナーシップの宣誓又は登録を行っている方は、宣誓できません。 
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宣誓者同士の関係が、近親者でないこと 
民法の規定により、婚姻をすることができない関係にある方は、宣誓をすることがで

きません。 
　　（直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある等。　下図を参照） 
　　　なお、宣誓者同士が養親子等の関係にある場合には、養子縁組を解消した後に宣誓をす

ることができます。　（※よくある質問　１１ページ参照） 
 
パートナーシップを宣誓することができない者（近親者） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※個別の事情について相談したい方は、人権・男女共同参画課へご連絡ください。 
 
　　ファミリーシップの宣誓をすることができる方 
　　　　　上記のいずれにも該当するパートナーシップ宣誓者で、その一方又は双方に生計を一

にする公的に証明できる関係のお子様がいる方となっております。 
    　※お子様が１５歳以上である場合は、お子様ご自身による署名が必要です。 

祖父母 2

父母 1

本人兄弟姉妹 2 配偶者

父母 1

配偶者 1子供 1

おじ・おば 3

おい・めい 3

祖父母 2

配偶者 2孫 2

配偶者 3ひ孫 3
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３．宣誓に必要なもの 

STEP.4 
宣誓には以下のものが必要になります。 
 

パートナー＆ファミリーシップ宣誓書（様式第１号） 
　　「宣誓者」氏名につきましては、宣誓日当日自署してください。 
　　　様式は人権・男女共同参画課にご用意してあります。また、鹿沼市ホームページ

からもダウンロードできますが、ご記入等については宣誓当日自署していただき

ます。 
（書き方は６ページ参照） 

 
世帯の内訳を確認できるもの 
　　住民票の写し（全部事項証明書　続柄入りで、３か月以内に発行されたもの）をご

持参ください。 
※里親制度を利用してのファミリーシップ宣誓の場合は、措置証明書等の提出また

は提示が必要となります。 
 
独身である事を確認できるもの 
　　戸籍謄本（全部事項証明書　３か月以内に発行されたもの）をご持参ください。 
　　外国籍市民の方は、婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる

書面に、日本語の翻訳を添えてご提出ください。 
 
本人確認ができるもの 
　　運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、その他官公署が発行した証明

書など。 
※このほか、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。 
　 
　次ページに、本人確認の具体的な証明の例を掲載しました。 
 
 
 
 
 
 
 

本人確認書類は、１枚だけで証明できるものと、

２枚以上ないと証明できないものがあるので注意

してくださいね。
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【本人確認の具体的な証明の例】 

※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。 

「※」の書類のみが２枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。 

 
出典：法務省ウェブサイト「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」 

（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １枚の提示で足りるもの（例） ２枚以上の提示が必要なもの（例）

 

証

　明

　書

　の

　種

　類

・運転免許証 

・個人番号カード（マイナンバーカード） 

・旅券（パスポート） 

・在留カード等 

・住民基本台帳カード（写真付き） 

・国又は地方公共団体の機関が発行した

身分証明書 

・海技免状 

・小型船舶操縦免許証 

・電気工事士免状 

・宅地建物取引主任者証 

・教習資格認定証 

・船員手帳 

・戦傷病者手帳 

・身体障害者手帳 

・療育手帳

・写真の貼付のない住民基本台帳カード 

・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介

護保険の被保険者証 

・共済組合員証 

・国民年金手帳 

・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年

金証書 

・共済年金又は恩給の証書 

・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に

係る印鑑登録証明書 

※学生証、法人が発行した身分証明書で写真

付きのもの 

※国又は地方公共団体が発行した資格証明

書のうち写真付きのもの（左記に掲げる書

類を除く。） 

など

次のページに「宣誓書」の記載例があります

ので、参考にしてください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
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様式第１号（第４条関係） 

　パートナー＆ファミリーシップ宣誓書 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年４月１日  

鹿沼市長　宛 
 

　　私たちは、鹿沼市パートナー＆ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に基づき、 

互いを人生のパートナー又は家族として尊重し合い、次に掲げる事項を宣誓します。 

 

 

 

 
 

 

※１　外国人の場合は、住民票上の氏名を記載してください。通称を使用して宣誓を行った場合には、証明書の裏面に戸籍上等の氏名が記載され

ます。（第６条関係） 

※子が 15 歳未満の場合は、パートナーシップの宣誓者が代筆してください。 

 

代筆者　氏名（自署）　　　　鹿沼　仁　　　　 

 １．パートナーシップ宣誓者

 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 
氏　　名 
（自署）

ｶﾇﾏ　ｼﾞﾝ ﾄﾁｷﾞ　ｼﾞﾛｳ

 鹿沼　仁 栃木　次郎

 （通称の場合、戸籍上の氏名）

※１ 鹿沼　太郎

 生年月日 　　　　　平成○○年○○月○○日 　　　　　平成○○年○○月○○日

 
住　　所

　　鹿沼市（区）町村 
　　　今宮町　1688-1　 

　　　鹿沼市（区）町村 
　　　今宮町　1688-1　 

 連
絡
先

電話番号 028－○○○－○○○○ 0289－○○－○○○○

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 　　○○○○　@　○○○○.ne.jp 　○○○○　@　○○○○.ne.jp

 ２．ファミリーシップ宣誓者

 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 
氏　　名 
（自署）

ｶﾇﾏ　ｲﾁｺ

 鹿沼　市子

 （通称の場合、戸籍

上の氏名）※１

 生年月日 　　　　平成○○年○○月○○日 　　　　　年　　　月　　　日

 
住　　所

　　鹿沼市（区）町村 
　　　今宮町　1688-1　 

　　　　　　市（区）町村 
 

 連
絡
先

電話番号 028－○○○－○○○○ －　　　　　－

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 　　○○○○　@　○○○○.ne.jp 　　@

記載例

・互いの合意のみに基づいて成立している関係であって、当該関係が対等の立場で相 

互の協力により維持されるものであること。 

・継続的に同居し、相互に協力して共同生活を送ること。 

・パートナーシップの関係にある私たちの一方又は双方に生計を同一とする子がお

り、家族として生活を共にすること。

注）これは記載例です。 
　　実際には裏面にチェックシートが印刷され

ております。【※裏面の宣誓者の要件をご確認ください。】


